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北上地区消防組合消防職員衛生管理規程の一部を改正する訓令 

 

（別紙のとおり） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北上地区消防組合消防職員衛生管理規程の一部を改正する訓令 

 

北上地区消防組合消防職員衛生管理規程（昭和58年北上地区消防組合消防本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（組織） 

第５条 [略] 

２  [略] 

３ 委員は、次の各号に定める者をもつて充てる。 

(1) 消防本部 総務課長、予防課長、警防課長、及び指令室

長 

(2) 消防署 署長 

(3)  [略]  

(4)  [略] 

 

別表第２（第14条関係） 

組 織 の 区 分 各 課 等 の 長 

消防本部 消防次長 

消防署 署長 

各分署 分署長 
 

（組織） 

第５条 [略] 

２  [略] 

３ 委員は、次の各号に定める者をもつて充てる。 

(1) 消防本部 総務課長、予防課長及び警防課長 

 

(2) 消防署 消防署長（以下「署長」という。） 

(3)  [略]  

(4)  [略] 

 

別表第２（第14条関係） 

組 織 の 区 分 所  属  長 

消防本部 消防次長 

消防署 署長 

分署 分署長 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この訓令は、平成28年６月１日から施行する。 


